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1. はじめに 

 日本においては 1970 年に日本ライトハウスで歩行訓練指導員研修会が開始されて以来 37 年が

過ぎようとしているが、視覚障害生活訓練関係の資格認定は未だに行われていない。北米では

1980 年代より民間団体である ACVREP（Academy for Certification of Vision Rehabilitation & 

Education Professionals）が近代的な基準により資格認定を行っており、スキルアップを目的と

した再認定のシステムも構築されている。それによって、認定を受けた米国・カナダの専門職た

ちは AER(Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired)

と呼ばれる巨大な職能団体が形成し、歩行訓練士やリハビリテーションセラピストとしての職域

を確立している。学院視覚障害学科では平成 15 年度より視覚障害生活訓練専門職の資格認定につ

いて、内外の動向を研究し、日本における資格認定制度創設の可能性について検討してきた。本

年度はその成果として、歩行訓練に特化して準備を進めてきた「視覚障害歩行訓練専門職認定試

験」の内容と実施計画について報告する。 

 

2. 検討の方法 

 試験の基本的な方向性を検討するために、米国の認定システムについて詳細な情報を集め、議

論を行った。本来提供されるべきサービスの質を前提にした場合、米国で採っている三職種

（Orientation & Mobility Specialist, Rehabilitation Therapist, Low Vision Therapist）

を別々に認定するシステムは好ましいと思われた。さらに、すべての生活訓練領域を網羅する認

定試験の仕組みを同時に検討することは困難だと思われたため、訓練に時間を要し、生命の危険

にも対処しなければならない歩行訓練専門職について、まずは着手することとした。なお、今年

度より試験を試行したいことから、今年度の視覚障害学科卒業予定者及び、既卒者で受験を希望

する者を対象として実施することを前提とした。 

 次に、前述の ACVREP が発行している Orientation and Mobility Specialist Certification 

Handbook の Orientation and Mobility Body of Knowledge を参考に、当視覚障害学科のシラバ

スから該当する部分を抽出した（表 1）。次に、同様に Hand book の出題領域別の出段問題数と比

率を参考にして、抽出した科目ごとの出題問題数を検討した（表 2）。 

 

3. 試験の作成および実施の方法について 

 設問は多肢択一式で 200 問、240 分の試験とした。問題領域の比重は、歩行訓練の専門性に関

する領域が 60％、関連周辺領域が 40％とし、70％正解者を合格ラインとした。出題基準は別添・

「視覚障害訓練専門職認定試験」出題基準に示した。作問にあたってはそれぞれの領域において

普遍性の認められる解答であること、また、設問中に使用する用語は日本において共通に使用さ

れるものを使うこととした。同試験は平成 20 年 2 月下旬の実施を予定している。 
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